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資料２－３

水質保全目標について

１ 猪苗代湖

(1) 湖心における水質目標値

ア 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

・ 猪苗代湖の湖心のＣＯＤは、適用されている環境基準（Ａ類型：３mg/L以下）

を達成しているものの、現計画の水質保全目標（０．５mg/L以下）は達成してお

らず、かつ上昇傾向が見られる。

・ その原因として、源流域からの酸性成分が減少などし、湖水の水素イオン濃度

（ｐＨ）の上昇による湖内での自然浄化作用の低下やそれによる水生植物の増加

などが考えられる。

・ 猪苗代湖に流入するＣＯＤの汚濁負荷の起源は、湖面への降雨や流域内の森林

からの流入など対策を講じることが困難な自然由来の負荷量が約半分を占めてい

る。

・ そのため、水生植物の増加などによる湖内でのＣＯＤの上昇を抑えながら、猪

苗代湖に流入する人為的な汚濁物質を最大限削減した場合に達成可能と見込まれ、

かつ適用されている環境基準よりも上の類型（ＡＡ類型）である１．０mg/L以下

を水質保全の目標とする。

図１ 猪苗代湖の水質（ｐＨ、ＣＯＤ）の経年変化
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【水質目標値達成のための汚濁負荷量の削減の検討】

・ 令和２年度時点で、湖内のＣＯＤ負荷の総量は約12,000kgCOD/日と見込まれる。

・ そのうち約6,000kgCOD/日は、湖面への降雨や流域内の森林からの流入などである

が、これら自然由来の負荷量は、対策による直接的な削減が困難であるとともに、

中性化により自然浄化作用が低下した湖内での削減も期待できない。

・ そこで、湖内に生育する水生植物を可能な限り多く回収することにより、水生植

物の枯死による湖内のＣＯＤ負荷量の増加を抑制するとともに、高度処理浄化槽の

設置や下水道接続の推進などにより、生活系、観光系、産業系などの人為的なＣＯ

Ｄ負荷量を削減する。

・ さらに、これら水生植物の回収や人為的汚濁の削減により、湖内の窒素やリンが

減少し、それらを栄養として光合成を行う植物プランクトンの内部生産によるＣＯ

Ｄ負荷量の増加も抑制する。

・ これらにより、湖内のＣＯＤ負荷の総量を約8,000kgCOD/日まで削減できることが

見込まれるが、その場合の湖心での水質のＣＯＤ値は1.0mg/L程度となる。
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イ 全窒素

・ 猪苗代湖の湖心の全窒素は、長期的に減少傾向が見られ、直近の２年間は適用

されている環境基準（Ⅱ類型）や現計画の水質保全目標（０．２mg/L以下）を達

成している。

・ そのため、猪苗代湖に流入する人為的な汚濁物質を最大限削減し、水生植物の

増加によるＣＯＤの上昇を抑えるため、適用されている環境基準よりも上の類型

（Ⅰ類型）である０．１mg/L以下を水質保全の目標とする。

ウ 全りん

・ 猪苗代湖の湖心の全りんは、適用されている環境基準（Ⅱ類型：０．０１mg/L

以下）のみならず、上位の環境基準（Ⅰ類型：０．００５mg/L以下）を達成して

おり、現計画の水質保全目標（０．００３mg/L未満）をわずかに超える程度で維

持されている。

・ そのため、湖内の富栄養化を防止するため、引き続き現計画の水質保全目標の

０．００３mg/L未満を水質保全の目標とする。

エ 大腸菌群数、大腸菌数

・ 猪苗代湖の湖心の大腸菌群数は、適用されている環境基準（Ａ類型：１，００

０MPN/100mL以下）を達成せず、高い値で推移している。

・ 環境基準項目としての大腸菌群数は、ふん便汚染を的確に捉えておらず指標性

に問題があることから、国において、大腸菌群数を大腸菌数に見直すことことと

し、令和４年４月１日から基準適用の見込みである。

・ そのため、国と整合性をとり、計画における水質保全目標項目の大腸菌群数を

大腸菌数に見直す。なお、目標値については、これまで大腸菌群数で使用してい

た基準と同じＡ類型の環境基準（３００CFU/100mL以下）とする。

目 標 値
項 目 現況値

(平成25～令和元年度) 現計画(令和３年度) 見直し案(令和12年度)

ＣＯＤ (mg/L) 1.0～1.4 ０．５以下 １．０以下

全窒素 (mg/L) 0.17～0.29 ０．２以下 ０．１以下

全りん (mg/L) 0.003 ０．００３未満 ０．００３未満

大 腸 菌 群 数 1,300～24,000 １，０００以下 設定しない
(MPN/100mL)

大 腸 菌 数 － － ３００以下
(CFU/100mL)

(2) 湖岸周辺における水質目標値

○ 猪苗代湖の北岸部及び南岸部の水質は、ＣＯＤ、全窒素及び全りんとも全般的に

北岸部が高くなっている。

○ ＣＯＤは、適用されている環境基準（Ａ類型：３mg/L以下）を達成しているもの

の、現計画の水質保全目標（１mg/L以下）は達成していない。
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○ 全窒素は、減少傾向が見られ、北岸部では直近の１年間、南岸部では直近の２年

間は適用されている環境基準（Ⅱ類型）や現計画の水質保全目標（０．２mg/L以

下）を達成している。

○ 全りんは、北岸部は比較的高く、かつ変動も大きく、適用されている環境基準

（Ⅱ類型：０．０１mg/L以下）や現計画の水質保全目標（０．００５mg/L以下）を

達成していない年が多い。南岸部は比較的に低く、かつ安定しており、適用されて

いる環境基準を達成しており、近年は現計画の水質保全目標も達成している。

○ 猪苗代湖の水質は、大きくは湖心部と湖岸周辺に分けられることから、引き続き

湖心とは別に、湖岸周辺についても水質保全目標を定める。

○ 湖岸周辺について、これまでの長期的なモニタリング結果を見ると、それぞれの

湖底の形状、気象及び流入河川などの影響を直接的に受けやすく、その水質はこれ

ら個々の地域的・自然的な特性を示しやすい。

○ 水生植物の回収や人為的な汚濁負荷の削減により、ＣＯＤについては現況水質か

らの改善を目指し、全窒素及び全りんについては現況水質の維持もしくは改善を目

指す。

現況値 目 標 値 (単位：mg/L)
区 分 項 目 (平成25～令和元年度)

(単位：mg/L) 現計画(令和３年度) 見直し案(令和12年度)

ＣＯＤ 1.7～2.9 １．０以下 １．５以下

北岸部 全窒素 0.20～0.43 ０．２以下 ０．２以下

全りん 0.005～0.028 ０．００５以下 ０．００５以下

ＣＯＤ 1.4～1.8 １．０以下 １．５以下

南岸部 全窒素 0.18～0.30 ０．２以下 ０．２以下

全りん 0.003～0.006 ０．００５以下 ０．００５以下

※北岸部は小黒川河口付近、菱沼川河口付近の平均値、南岸部は舟津川河口付

近、原川河口付近の平均値。

(3) 身近な水質指標

○ 近年、猪苗代湖の透明度については、１０ｍを超える傾向が見られ、良好な状態

であるため、引き続き、現計画と同じ１０ｍ以上を目標値とする。

現 況 値 目 標 値 (単位：ｍ)
項 目 (平成25～令和元年度)

(単位：ｍ) 現計画(令和３年度) 見直し案(令和12年度)

透明度 9.7～11.9 １０以上 １０以上

※ 数値は、湖心の年間平均値
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２ 裏磐梯湖沼

(1) 湖心における水質目標値

○ ＣＯＤは、いずれの湖沼も現計画の水質保全目標（１．０mg/L以下又は２．０mg

/L以下）を達成していないが、秋元湖以外は適用されている環境基準（Ａ類型：３

mg/L以下）は達成している。

○ 全窒素は、いずれの湖沼も横ばい傾向が続き、毘沙門沼以外は現計画の水質保全

目標（０．１mg/L以下）を達成していないが、適用されている環境基準（Ⅱ類型：

０．２mg/L以下）を達成している。

○ 全りんは、いずれの湖沼も横ばい傾向が続き、現計画の水質保全目標（０．００

５mg/L以下）を達成していないが、適用されている環境基準（Ⅱ類型：０．０１mg

/L以下）を達成している。

○ 裏磐梯湖沼は、一部を除き適用される環境基準は達成しているが、多くは現計画

の水質保全目標は達成していないため、引き続き、現計画と同じ水質保全目標値と

する。

現況値 目 標 値 (単位：mg/L)
湖 沼 項 目 (平成25～令和元年度)

(単位：mg/L) 現計画(令和３年度) 見直し案(令和12年度)

ＣＯＤ 2.1～2.5 ２．０以下 ２．０以下

桧原湖 全窒素 0.12～0.20 ０．１以下 ０．１以下

全りん 0.005～0.009 ０．００５以下 ０．００５以下

ＣＯＤ 2.2～2.9 ２．０以下 ２．０以下

小野川湖 全窒素 0.13～0.21 ０．１以下 ０．１以下

全りん 0.005～0.008 ０．００５以下 ０．００５以下

ＣＯＤ 2.7～4.4 ２．０以下 ２．０以下

秋元湖 全窒素 0.13～0.22 ０．１以下 ０．１以下

全りん 0.005～0.009 ０．００５以下 ０．００５以下

ＣＯＤ 2.7～3.0 ２．０以下 ２．０以下

曽原湖 全窒素 0.13～0.25 ０．１以下 ０．１以下

全りん 0.006～0.010 ０．００５以下 ０．００５以下

ＣＯＤ 1.2～2.1 １．０以下 １．０以下

毘沙門沼 全窒素 0.05～0.13 ０．１以下 ０．１以下

全りん 0.005～0.008 ０．００５以下 ０．００５以下
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(2) 身近な水質指標

○ 近年、裏磐梯湖沼の透明度については、約４ｍ程度（一部の湖沼については、時

期により水深が５ｍに満たない場合がある。）であり、引き続き、現計画と同じ５

ｍ以上を目標値とする。

現 況 値 目 標 値 (単位：ｍ)
項 目 (平成25～令和元年度)

(単位：ｍ) 現計画(令和３年度) 見直し案(令和12年度)

透明度 3.5～4.1 ５以上 ５以上

※ 数値は、桧原湖、小野川湖、秋元湖、曽原湖及び毘沙門沼の５湖沼の平均値
※ 水深が５ｍに満たない湖沼がある。
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（参考）湖沼に係る生活環境の保全に関する環境基準

項目 基 準 値
利用目的の適
応性 水素ｲｵﾝ 化学的酸 浮遊物質量 溶存酸 大腸菌群数 大腸菌数※

濃度 素要求量 (ＳＳ) 素 量 ※

類型 (ｐＨ) (ＣＯＤ) (ＤＯ)

ＡＡ 水道１級・水 6.5以上 1mg/L 1mg/L以下 7.5mg/ 50 20
産１級・自然 8.5以下 以下 L 以上 MPN/100mL以下 CFU/100mL以下

環境保全

Ａ 水道２級、３ 6.5以上 3mg/L 5mg/L以下 7.5mg/ 1,000 300
級・水産２級 8.5以下 以下 L MPN/100mL以下 CFU/100mL以下

・水浴 以上

Ｂ 水産３級・工 6.5以上 5mg/L 15mg/L以下 5mg/L － －
業用水１級・ 8.5以下 以下 以上
農業用水

Ｃ 工業用水２級 6.5以上 8mg/L ごみ等の浮 2mg/L － －
・環境保全 8.5以下 以下 遊が認めら 以上

れないこと

(注)１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

３ 水道２級・３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

４ 水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

５ 水産２級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用

６ 水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

７ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

８ 工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

９ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

※ 国により、環境基準が大腸菌群数から大腸菌数に令和４年４月１日から見直される。

項目 基 準 値
利用目的の適応性

類型 全窒素 全りん

Ⅰ 自然環境保全 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下

Ⅱ 水道１、２、３級（特殊なものを除く。）・ 0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
水産１種・水浴

Ⅲ 水産３級 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下

Ⅳ 水産２種 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下

Ⅴ 水産３種・工業用水・農業用水・環境保全 1mg/L以下 0.1mg/L以下

(注)１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

３ 水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

４ 水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊

な浄水操作を行うものをいう。）

５ 水産１種：サケ科魚類およびアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用

６ 水産２種：ワカサギ等の水産生物用並びに水産３種の水産生物用

７ 水産３種：コイ、フナ等の水産生物用

８ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度


